
【令和５年10月1日～】

新型コロナウイルス対応について

①新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費

福島県新型コロナウイルス感染症相談センター

0120-567-747（毎日24時間対応）

あわてずに症状を確認し、検査キットで自主的な検査を行いましょう。
※検査目的の受診は控えてください
※高齢の方や基礎疾患がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。

体調悪化時
などの相談先

■ 症状が重い方、重症化リスクの高い方は、
(①65歳以上の方 ②基礎疾患を有している方 ③妊娠している方)

事前に連絡をしてからかかりつけ医や身近な医療機関を受診してください。

もし陽性になったら

体調に異変を感じたら（発熱、喉の痛みなどがあるときは）

■ 症状が軽い方は、自宅等で療養を開始しましょう。
※症状に合った市販薬を服用してください

福島県

基本的感染対策はインフルエンザにも有効です

これまで行ってきた基本的感染対策は引き続き有効です。

※詳しくは医療機関窓口等にご確認ください。
※食事代は公費支援の対象外です。

１０月１日から治療費の公費支援が変わります

下記の自己負担額を除き公費支援

３割の方 ９，０００円

２割の方 ６，０００円

１割の方 ３，０００円

医療保険の自己負担割合
の区分ごとに上限を設定

高額療養費制度の自己負担限度額から
原則１万円を減額

①場面に応じたマスクの着用 ②手洗い等の手指衛生 ③換気 ④「３密」の回避 ⑤人と人との距離の確保

困ったときは… 新型コロナウイルス感染症関連情報ポータル

福島県コロナ関連

【自己負担額】

(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ等、国指定のものに限る)

②入院医療費

検査キットはあらかじめご自身で備えておきましょう。
※医療用または一般用として国が承認したもの（「体外診断用医薬品」「第１類医薬品」）
※「研究用」は国が承認したものではありません

■ 陽性になった場合は次のことが推奨されています。
・発症後５日を経過し、かつ症状軽快から２４時間経過するまでの間は外出を控えること
・その後も１０日が経過するまではマスクを着用するなど、周りにうつさないよう配慮すること

■ 家族が陽性になった場合は次のことが推奨されています。
・５日間は体調に注意し、重症化リスクの高い方との接触を控えること


